
 
 
 
 
 

令和７年 第２回 
喜茂別町農業委員会総会 議事録 

（令和７年 ３月２４日 開催） 
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喜茂別町農業委員会  



喜茂別町農業委員会総会議事録 
 
１．開催日時 令和７年 ３月２４日（月曜日）午後６時００分 開会 

午後６時３０分 閉会 
 
 
２．開催場所 喜茂別町役場 ２階 大会議室 

 
 
３．出席委員（８人） 

    会   長  ９番 内 尾 勝 稔 
    職務代理者  １番 前 田 昌 明 
    委   員  ３番 小 熊 英 実 
           ４番 渡 辺 雄 一 
           ５番 齊 藤 信 一 
           ６番 鷹 羽 欣 司 
           ７番 越 後   功 

８番 小 出 浩一郎 
 
 
４．欠席委員（１人） 

    委   員  ２番 行 天 雄 也 
 
 
５．議事日程 

   第１       会議録署名委員の指名 
   第２       会期の決定 
   第３ 報告第１号 農地法第５条第１項の規定により許可のあった農地転用の取消願

について 
   第４ 報告第２号 農地の使用貸借契約の解約の通知について 
   第５ 議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認につ

いて 
   第６ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 
   第７ 議案第３号 令和７年度最適化活動の目標の設定等（案）について 
 
 
６．農業委員会事務局職員 

    事 務 局 長  大 元   真 
    係   長  大 平 菜 央 
    主   任  大 迫 尚 樹 
    主   事  加 藤 美 空  



７．会議の概要 
 

・午後６時００分 開会 

議 長 

（内尾会長） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 定刻となりましたので、これより、令和７年第２回喜茂別町農業委員会総会を開催

いたします。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

本日、２番行天雄也委員より欠席する旨の連絡を受けており、本日の出席委員は９

名中８名で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により総会が成立して

いることをご報告します。 

 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。農業委員会会議規則第９条の規定に

基づき、議長において前田昌明委員、齊藤信一委員の両名を指名いたします。 

日程第２、会期の決定について、会期は本日１日といたします。 

 これにご異議ありませんか。 

【異議なしの声あり】 

異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたしました。 

日程第３、報告第１号、農地法第５条第１項の規定により許可のあった農地転用の

取消願についてを議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

●報告第１号 農地法第５条第１項の規定により許可のあった農地転用の取消願いに

ついて 

報告第１号、農地法第５条第１項の規定により許可のあった農地転用の取消願につ

いて、農地を農地以外の目的に供するため、農地法第５条第１項の規定による申請に

対し、令和６年１０月２９日開催の第７回総会において許可相当と議決した件に対し

て取消願の提出があったので、許可権者である喜茂別町へ進達したことを報告するも

のです。 

報告第１号別紙をご参照ください。 

（別紙により説明） 

以上で、報告第１号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

しばらく休憩します。 

それでは会議を再開します。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ異議なしと認め、報告第１号は報告済みといたします。 

日程第４、報告第２号、農地の使用貸借契約の解約の通知について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明願います。 

 

●報告第２号 農地の使用貸借契約の解約の通知について 

報告第２号、農地の使用貸借契約の解約の通知についてご説明いたします。 

農地等の貸借権を合意解約した旨の通知書の提出があり、これを受理したので報告
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議 長 

 

 

 

いたします。 

報告第２号別紙をご参照ください。 

（別紙により説明） 

以上で、報告第２号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ異議なしと認め、報告第２号は報告済みといたします。 

 日程第５、議案第１号、農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確

認についてを議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

●議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認について 

議案第１号、農地法第１８条の規定による合意解約通知の成立状況の確認について、

ご説明いたします。 

農地等の賃借権を合意解約した旨の通知書の提出があったので、通知の可否につい

てお諮りするものです。 

議案第１号別紙をご参照ください。 

（別紙により説明） 

以上で、議案第１号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ異議なしと認め、議案第１号は議案のとおり承認いたしました。 

日程第６、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といた

します。 

本件について、４件の申請がありましたので１件ずつ審議したいと思います。 

はじめに番号１について、事務局より説明願います。 

 

●議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたします。 

農地の権利の設定のため、農地法第３条第１項の規定による許可申請書の提出があ

ったので、許可の可否についてお諮りするものです。 

議案第２号別紙番号１をご覧ください。 

（別紙により説明） 

以上で議案第２号番号１の説明を終わります。 

 

番号１の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

しばらく休憩します。 
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それでは会議を再開します。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ、異議なしと認め、議案第２号番号１は議案のとおり承認いたし

ました。 

次に番号２について、事務局より説明願います。 

 

議案第２号番号２についてご説明いたします。 

 議案第２号別紙番号２をご覧ください。 

（別紙により説明） 

 以上で議案第２号番号２の説明を終わります。 

 

番号２の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ異議なしと認め、議案第２号番号２は議案のとおり承認いたしま

した。 

次に番号３について、事務局より説明願います。 

 

議案第２号番号３についてご説明いたします。 

 議案第２号別紙番号３をご覧ください。 

（別紙により説明） 

以上で議案第２号番号３の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ異議なしと認め、議案第２号番号３は議案のとおり承認いたしま

した。 

次に番号４について、事務局より説明願います。 

 

議案第２号番号４についてご説明いたします。 

議案第２号別紙番号４をご覧ください。 

（別紙により説明） 

以上で議案第２号番号４の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何かご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ異議なしと認め、議案第２号番号４は議案のとおり承認いたしま

した。 
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日程第７、議案第３号、令和７年度最適化活動の目標の設定等（案）についてを議題

といたします。 

事務局より説明願います。 

 

●議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号、令和７年度最適化活動の目標の設定等（案）についてご説明いたしま

す。 

本件の説明に入る前に、昨年度同様にこの目標設定等の趣旨等につきましてご説明

いたします。 

農業委員会等に関する法律第３７条及び同法施行規則第１５条第１項の規定によ

り、農地等の利用の最適化の推進の状況やその他農業委員会における事務の実施状況

についてインターネット等での公表が義務づけられたところであり、令和４年２月２

日付け農林水産省経営局長通知に基づき、毎年度３月末までに翌年度の最適化活動の

目標を設定し公表することとなっているため、今回決定したく議決を求めるものであ

ります。 

なお、決定内容については、都道府県を通じて農林水産省に報告するとともに、全国

農業会議所において、全国の農業委員会の活動状況等を一括してホームページで公表

することとなりましたので、送付することとしております。 

それでは説明に入ります。 

（読み上げにより説明） 

以上で、議案第３号の説明を終わります。 

 

事務局より説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

何か、ご質問はございませんか。 

【なしの声あり】 

質問等がなければ、異議なしと認め、議案第３号は議案のとおり承認いたしました。 

これで、本総会の議案審議はすべて終了いたしました。 

以上をもちまして、令和７年第２回喜茂別町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

・午後６時３０分閉会 

 

 

 

 上記総会議事録は事務局で作成したものではあるが、内容に正確であることを証する。 
 
 令和７年第２回喜茂別町農業委員会総会 
 
 令和 ７年 ３月２４日 
 
 
 
 
 



喜茂別町農業委員会                  
 

会     長  内  尾  勝  稔  ○印     

 

会議録署名委員  前  田  昌  明  ○印     

 

会議録署名委員  齊  藤  信  一  ○印     


